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平成１９年１月２４日

全国犯罪被害者の会

犯罪被害者等補償制度（案）要綱

第１ 国による補償制度の基本的なあり方について

犯罪被害者等基本法の制定により、犯罪被害者等への施策の基本が、従来の恩

恵的な性格から個人の尊厳にふさわしい処遇を保障される権利に基づくものへそ

の性格が根本的に変革されるべきものとなった。この権利は、およそ人たるもの

が生来的に有している個人の尊厳を保障する憲法第１３条に基づくものと考えら

れ、しかも、国民の全てに賛同が得られる良識にかなったものである。そして同

法においては、この権利性の原則とともに次のことが定められている。

① 被害適応性の原則（第３条第２項）

殺人、傷害、性被害、交通事故など犯罪の種類による被害の内容の違いや、

被害後の生活状況の違いなどに応じて、柔軟で適応性のある施策内容にしなけ

ればならない。

② 被害回復の基準と継続性の原則（同条第３項）

犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができる

ようになるまでの間、必要な支援等が途切れることなく受けることができるよ

うに、講ぜられなければならない。

③ 総合性の原則（第４条、第８条第２項１号）

基本法に基づく施策は、それぞれの支援策が連携のとれた総合的なものとな

るようにし、犯罪被害者等にとって支援を受けやすい便利性のあるものとしな
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ければならない。

以上の諸原則は基本計画全体を通じてのものであるが、とりわけ犯罪被害者の

生活に大きな影響をもつ国による補償制度のあり方については、従来の恩恵的な

性格から上記の権利性の原則を踏まえたものとなるように根本的にその性格を変

革し、それに従って補償内容等も大きく改善がなされなければならない。

イギリスでは、国が社会の連帯共助の精神を代表して補償するべきであるとし、

また、ドイツでは、犯罪の発生は国が国民に負っている保護義務違反であるから

補償すべきは当然であるとして、いずれも国の責任において非常に厚い補償がな

されている。我が国もこれにならうべきである。

第２ 改革についての具体的な提言

１ 権利性の原則

犯罪被害者等は国から補償を受ける権利を有することを明文をもって定める

ものとする（基本法第３条）。

２ 補償の対象

補償の対象となるのは、故意又は過失により、生命を侵害し、又は一定の傷

害を与える罪による被害とするものとする。

３ 国の補償と加害者の賠償との関係

国の補償は、固有の責任に基づくものであり、加害者が損害賠償義務を負わ

ない場合でも（責任無能力など）、国は補償しなければならないものとする。

４ 補償の程度

補償は、犯罪被害者等の尊厳が害されることがないよう、事件以前の生活水

準までできるだけ近づける程度のものとし、生活保護のような最低限の生活水
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準の維持を目的とするものであってはならないものとする。但し、一定の上限

を設けるものとする。

５ 補償の内容

（１）医療費、カウンセリング費用は、無料とするものとする。

（２）葬儀費用は１００万円を上限に補償するものとする。遺体搬送費用は実費

相当額を補償するものとする。

（３）通院交通費などの医療を受けるために必要な費用、住宅・自動車改造など

の環境整備費、車いす・義肢・義足等の補装具の費用など特別の支出につい

ては、実費を補償するものとする。

（４）通院付添費、入院付添費、将来の介護費用は、一定限度で補償するものと

する。この場合においては、職業的付添人だけでなく家族が付き添い又は介

護した場合も同様のものとする。

（５）犯罪被害者等が、その被った傷害が治癒するまで、あるいは後遺症につい

て補償金の支給を受けるまでの間、長期の療養を必要とする場合には、その

期間中の休業損害を補償するものとする。

（６）犯罪被害者の稼働可能期間に基づいて算出された逸失利益を３０００万円

を限度として、補償するものとする。

（７）犯罪被害者等に障害等級２級以上（自賠責保険の基準による）の障害が残

った場合には、前号の逸失利益に加えて、その障害の等級に応じた一定額を

年金で支給するものとする。

ただし、年金の支給の決定にあたり犯罪被害者等の資力審査を行い、経済

的に余裕があって年金の支給の必要がない場合にはこれを支給しないものと

する。

支給金額は、支給中に改訂することができるものとする。
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６ 算定方法及び仮給付

（１）死亡あるいは後遺障害に対する補償金額の算定方法については、補償金の

早期支給を可能とするため、できるだけ簡便で分かり易い方法を採用するも

のとする。

（２）犯罪被害者等は必要に応じ、迅速で簡便なる方法で、仮給付を受けること

ができるものとする。

７ 補償の制限

補償は、支給することが社会的に相当でないと認められるときに限り制限す

ることができるものとし、加害者との間の親族関係その他特定の人的関係だけ

を理由に制限することはできないものとする。

８ 国外における被害及び国内の外国人に対する補償

日本国籍を有する者は、日本国外において犯罪被害を受けた場合にも、補償

を受けるものとする。日本に定住所を有する一定の外国籍を有する者も、補償

の対象とするものとする。

９ 時効

補償を受ける権利は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った

ときから３年間行使しないときは、時効によって消滅するものとする。但し、

やむを得ない事情で申請することができなかったときは、この限りではないも

のとする。

１０ 併給調整

加害者から賠償金の支払いを受けたとき、又は他の補償制度で補償を受けた

ときは、減額するものとする。但し、被害の実情に応じて減額を相当としない

ときは、減額しないものとする。
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10 不服申立機関

認定に対する不服申立ての機関は、認定機関とは独立に設置し、犯罪による

被害に精通した専門家の合議体による審査を行うものとする。

11 過去の犯罪被害者等のうち被害の深刻な者に対する特別の補償

新しい補償制度が施行される以前に犯罪によって被害を受けた犯罪被害者等

で、現に経済的に深刻な状況にある者に対しては、特別の補償を受けることが

できる制度を設けるものとする。
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平成１９年１月２４日

想定予算額

Ⅰ 全国犯罪被害者の会（あすの会）の犯罪被害者等補償制度（案）要綱に則して

制度設計した場合

想定予算額 約９５億５８５９万５０００円

［内訳］ 以下の（１）～（７）は、あすの会の要綱案第２の５の（１）～（７）

に相当する。

犯給法の裁定実績は、平成１７年を参考にした。

（１）医療費 約８万円×１２ヶ月×１１７件＝１億１２３２万円

＊ 約８万円は、高額医療の保障からはずされる自己負担額の限度を参考と

した。１１７件は、犯給法に基く重傷病裁定の実績を参考とした。

カウンセリング費用 １万円×２０００件×１０回＝２億円

＊ １万円は保険の適用がないものとして金額を想定した。２０００件は、

死亡の場合の遺族、重傷者３５００件（犯罪被害者白書）、性被害のう

ち２０００件などの合計件数のうち、２０００件を想定した。

（２）葬儀費 １００万円×２２０件＝２億２０００万円

＊ １００万円は、葬儀費として一律１００万円としたものである。

２２０件は、犯給法の裁定実績、死亡件数２２０件を参考にした。

遺体搬送費 １０万円×２２０件＝２２００万円

＊ １０万円は、遺体搬送費としてかかる平均額を想定した。２２０件は上

記葬儀費用と同様の趣旨である。

（３）通院交通費 １０００円×１００件×１００回＝１０００万円

＊ １０００円は、１回の往復交通費の平均として想定した。１００件は、

犯給法裁定の実績、障害７１件及び重傷病１１７件を参考に、平均１年間

の通院を要する件数を１００件として想定した。１００回は、週に２回程

度の通院として１年分を計上した。

環境整備費（住宅･車の改造など）、補装具（車椅子･義肢･義足など）

４０人×２００万円＝８０００万円
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＊ ４０人は、犯給法裁定実績、障害４級以上の１７件を参考に想定した２

０件と、死亡件数２２０件の約１０％にあたる２０件を必要のあるものと

して想定した。２００万円は、自宅の改造など数百万円に及ぶものから車

椅子など低額なものまであるので、平均２００万円と想定したものである。

（４）通院付添費、入院付添費 ＋α

将来の介護費用 １０万円×１２ヶ月×１０年×２０件＝２億４０００万円

＊ １０万円は被爆者援護の重傷者介護手当を参考にした。１２ヶ月及び１

０年は、介護費用の補償金の支給期間を１０年としたものである。２０件

は、犯給法裁定実績、障害４級以上の１７件を参考に想定した。

（５）休業補償

５７００円×３６５日×５５０件＝１１億４４２７万５０００円

＊ ５７００円は、自賠責や交通事故のひき逃げなどのときに支払われる政

府保障事業の休業補償日額を参考とした。対象は、３ヶ月以上の長期の療

養を必要とする犯罪被害者に限定し、かつ、支給期間を１年間（３６５日）

に限定した。３ヶ月以上の長期療養が必要な犯罪被害者の数は、重傷者３

５００件（犯罪被害者白書）と重篤な性被害者２０００件の合計件数５５

００件のうち、１割にあたる５５０件として想定した。

（６）逸失利益

（死亡の場合）３０００万円×２２０件＝６６億円

＊ ３０００万円は、自賠責保険や政府補償事業の死亡事案における最高限

度額３０００万円を参考にした。２２０件は、犯給法の裁定実績、死亡件

数２２０件を参考にした。

（後遺障害の場合） ７億５０００万円

＊ 自賠責保険においては最高限度額が１級の場合４０００万円であるが、

あすの会の要綱案では１級３０００万円とした。そして、１級３０００万

円から１４級７５万円までの金額を障害等級ごとに区分し、また、対象件

数についても犯給法の裁定実績７１件を障害等級ごとに区分けし、それぞ

れ掛け合わせて算出した。

（７）障害等級２級以上の年金

６０万円×１５件×２０年間の累積＝１億８０００万円

＊ ６０万円は、他の公的給付もあるので１ヶ月５万円として年額６０万円

としたものである。１５件は、犯給法の裁定実績、２級以上の１３件をも

とに想定した。２０年間を平均支給期間とし、累積の最高時点を想定した。
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Ⅱ 自賠責保険ないしひき逃げ等の場合に支払われる政府保障事業と同じ補償内容

と補償金額にした場合

想定予算額 約９８億５０００万円

［内訳］

（１）死亡の場合の補償 ３０００万円×２２０件＝６６億円

＊ ３０００万円は、自賠責等で支払われる死亡事案の時の上限の金額であ

る。２２０件は、犯給法の裁定実績、死亡件数２２０件を参考にした。

（２）後遺障害の補償 ８億５０００万円

＊ 自賠責保険における１級４０００万円（上限）から１４級７５万円（上

限）までの金額を障害等級ごとに区分し、また、対象件数についても犯給

法の裁定実績７１件を障害等級ごとに区分けし、それぞれ掛け合わせて算

出した。

（３）傷害の補償 １２０万円×２０００件＝２４億円

＊ １２０万円は、自賠責等で支払われる傷害事案の時の上限の金額である。

対象件数は２０００件とした。犯罪被害者白書によると重傷者はおよそ３

５００名であるが、これには強姦被疑者１９名、強制わいせつ被害者１４

名という統計になっているので、およそ１万名にのぼる性被害者のうち深

刻な精神的被害者への補償を対象として考慮し、全体を２０００名と想定

した。
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犯罪の処罰による国の収入と加害者の処罰等に関する支出の現状

犯罪の処罰による国の収入 加害者の刑事司法手続・受刑・更正等への
支出

１ 罰金・科料歳入額 約１０２３億円 合計 ７０６億０５０２万円
（平成１５年度決算） （内訳）収容等に係る諸費用

５１５億８８５９万円
２ 刑務作業による年間歳入額 受刑者作業報奨金支払

（平成１７年度） 約６１億円 ２０億６５７６万円
国選弁護費用

７７億６１４０万円
被留置者食料費・医療委託費等

９１億８９２６万円

２ 反則金納付額 交通安全対策特別交付金（平成１７年度
（平成１７年度） 約８６５億円 ７９２億３２２７万円

＊道交法により使途限定

収入合計 １９４９億円

比較 犯罪被害者等給付金制度による被害者等への支出
（平成１７年度） １１億３３００万円



死亡 １級 ７級

最高５６０万円 最高８５７万６０００円 最高３５８万４０００円

最低３６０万円 最低５６２万８０００円 最低２３５万２０００円

最高５６０万円＋α 最高１７１５万２０００円 最高７１６万８０００円

最低３６０万円＋α 最低５６２万８０００円 最低２３５万２０００円

自賠責保険政府保障事業に基づく保障金 最高３０００万円 最高４０００万円 最高１０５１万円

損害賠償金（逸失利益と後遺症のみの合
計額。他に介護費用等の諸費用も請求可
能）

７０７９万１４４３円 １億２５５８万２８８７円 ６４６４万６４１６円

最高１５０８万円 最高１７６８万８０００円 最高７３９万２０００円

最低５５９万円 最低６５６万６０００円 最低２７４万４０００円

最高１５０８万円＋α 最高３５３７万６０００円 最高１０５１万円

最低５５９万円＋α 最低６５６万６０００円 最低５４８万８０００円

自賠責保険政府保障事業に基づく保障金 最高３０００万円 最高４０００万円 最高１０５１万円

損害賠償金（逸失利益と後遺症のみの合
計額。他に介護費用等の諸費用も請求可
能）

６５６９万６５５２円 １億１５３９万３１０５円 ５８９４万０１３８円

犯給法に基づく給付金、座長案、自賠責保険に基づく保険金、損害賠償金の比較表

２０歳男性

犯給法に基づく給付金

座長案※

４５歳男性

犯給法に基づく給付金

座長案※

※　座長案を、①遺族給付金については現行犯給法の給付金額からの引き上げを限定、②障害給付金については現行犯給法の最
高額のみを倍増し、自賠責並の水準に近づけるとするものと理解して数値を算出した。
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《 比較表の説明 》

１ 犯給法に基づく給付金について

(1) 算出方法

ア 死亡の場合

被害者の収入の日額×１３００・・・遺族が被害者の収入で生計を維持し

ていた場合

被害者の収入の日額×１０００・・・それ以外の場合

ただし、収入の日額には最高額と最低額が決められており、日額が最高額

を上回れば最高額、日額が最低額を下回れば最低額を収入の日額として計算

する。

例）２０歳学生。被害当時収入なし。独身。遺族は母

３６００（２０歳最低額）×１０００

＝３６０万円

イ 障害の場合

被害者の収入の日額×障害の等級に応じた倍数

障害が重いほど、乗ずる倍数も多くなる。

ただし、収入の日額には最高額と最低額が決められており、日額が最高額

を上回れば最高額、日額が最低額を下回れば最低額を収入の日額として計算

する。

（例）２０歳学生。被害当時収入なし。後遺障害等級１級
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４２００（２０歳最低額）×１３４０（１級の倍数）

＝５６２万８０００円

(2) 算出方法の特徴

ア ４５～５５歳をピークに、年齢が上がるほど収入の日額の最低額・最高額

の金額も上昇する。

反面、若年者の給付金額は低額に抑えられており、若年者が重大な被害を

被った場合、支給金額が低額となる。

イ 収入の日額の最高額・最低額が全体として低額に抑えられている。そのた

め、給付金額も必然的に低額となる。

２ 損害賠償金について

(1) 賠償される損害の費目

犯給法に基づく給付金と異なり、損害の賠償であることから、被害と相当因

果関係のある全損害が償われる。賠償される主要な損害の費目は以下のとおり。

ア 治療費 実費全額

イ 入院付添費 職業付添人は実費全額、近親者付添人は一日６５００円

ウ 通院付添費 一日３３００円

エ 将来介護費 職業付添人は実費全額、近親者付添人は一日８０００円

オ 入院雑費 一日１５００円

カ 通院交通費 タクシー利用が相当とされる場合を除き、電車・バス料金、

ガソリン代

キ 装具・器具等購入費 必要があれば認められる。



- 3 -

ク 家屋・自動車等改造費・調度品購入費 必要が認められれば相当額が支払

われる。

ケ 休業損害

コ 傷害慰謝料 入通院期間に応じて認められる。

サ 後遺症による逸失利益

シ 後遺症慰謝料 後遺症の等級に応じて認められる。

ス 死亡による逸失利益

セ 死亡慰謝料

ソ 葬儀関係費用

タ 物損

(2) 逸失利益の算出方法

ア 死亡による逸失利益

被害者の基礎収入額×（１－生活費控除率）×就労可能年数に対応するラ

イプニッツ係数

基礎収入額は、被害当時の実際の年収によるのが原則。そうすると、学生

のように無収入者の場合、逸失利益が０になってしまうが、それでは不都合

なので、実務では、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金額を基礎収入額と

している。

将来において生活費の支出は必然であるため、生活費分を控除する。

ライプニッツ係数を乗ずるのは中間利息分を控除するため。

（例）２０歳男子学生。被害当時収入なし。

５４２万７０００円×（１－０．５）×１７．９８１０

＝４８７９万１４４３円
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（ちなみに死亡慰謝料額は２２００万円、慰謝料・逸失利益の合計

７０７９万１４４３円）

５４２万７０００円・・・男性労働者全年齢平均賃金額

０．５ ・・・・・・・・男子の生活費控除率は５０％

１７．９８１０・・・・・６７歳まで就労できるとして、４７年間

の就労可能年数に対応するライプニッツ

係数

イ 後遺症による逸失利益

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ

係数

基礎収入額は、被害当時の実際の年収によるのが原則。そうすると、学生

のように無収入者の場合、逸失利益が０になってしまうが、それでは不都合

なので、実務では、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金額を基礎収入額と

している。

労働能力喪失率は後遺障害の等級に応じて定められている。

ライプニッツ係数を乗ずるのは中間利息分を控除するため。

（例）２０歳男子学生。被害当時収入なし。後遺障害等級１級

５４２万７０００円×１×１７．９８１０

＝９７５８万２８８７円

（ちなみに後遺障害１級の慰謝料額は２８００万円、慰謝料・逸失

利益の合計１億２５５８万２８８７円）
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５４２万７０００円・・・男性労働者全年齢平均賃金額

１・・ ・・・・・・・・１００％労働能力喪失のため１を乗ず

る。

１７．９８１０・・・・・６７歳まで就労できるとして、４７年間

の労働能力喪失期間に対応するライプニ

ッツ係数

(2) 算出方法の特徴

ア 犯給法に基づく給付金と異なり（ただし、犯給法においても治療費の自己

負担分の支給は一定の要件のもとで１年分のみ認められている・・重傷病給

付金）、(1)の賠償される損害の費目のところに見られるとおり、治療費の

みならず、休業損害、将来介護費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造

費・調度品購入費等の支払いを受けられる。

イ 犯給法に基づく給付金では若年者への給付は低額となるが、損害賠償におい

ては、学生においても全年齢平均賃金額を基礎収入額として計算していること、就

労可能年数、労働能力喪失期間が中高年に比べて長くなり、それだけ掛け合わせ

る数額が多くなること

から、かなりの額の支払いを受けることができる。

ウ 収入額に比例して支払額が多くなる。

エ 逸失利益だけでなく、慰謝料の支払いも受けられる。

３ 自賠責保険政府保障事業に基づく給付金について

(1) 賠償される損害の費目
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基本的には損害賠償の場合と同様であるが、各費目につき支給限度額が決め

られており、全体の保障額についても限度額が定められている。

死亡の場合支給限度額３０００万円。後遺障害が残った場合は各等級ごとに

支給限度額が定められている。

(2) 逸失利益の算出方法・算出方法の特徴

基本的には損害賠償の場合と同様である。

４ 座長案について

(1) 座長案の理解について

ア 第１１回経済的支援のための検討会（平成１８年１２月２０日実施）にお

いて座長案が示された。座長案の主な点をピックアップすると以下のとおり

である。

① 自立支援の観点から、実質的に自賠責並の水準に近づけるよう、必要な

引き上げを行う。

引き上げに当たっては、重点的に引き上げをはかる重度後遺障害者に対

する給付金について、別途給付対象となる医療費等の給付を加えた金額が、

現行の犯罪被害者等給付金の最高額を概ね倍増する水準に近づけるよう務

める。

② 遺族給付については、現行の給付金でも、既に諸外国中最高水準となっ

ており、さらなる引き上げは限定的であるべきである。

イ しかし、座長案には以下のような問題点を指摘できる。

① 内容が曖昧であること。

「実質的に自賠責並」、「現行の犯罪被害者等給付金の最高額を概ね倍
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増する水準に近づける」とあるが、最高額が増額するだけで、低所得者・

無所得者が被害を受けた場合の補償額が増額するとは限らない。現行の犯

給法では、低所得者・無所得者は収入の日額の最低額を基礎として給付金

を算出するが、この最低額も増額するとはうたっていない。

② 自立支援の観点を過度に強調していること

自立のために必要な支援を行うということは裏を返せば、自立に必要な

限度でのみ補償するということである。自立支援の観点を強調すれば、必

然的に補償は限定的となる。

③ 犯罪被害者遺族の実情を踏まえていないこと。

座長案では遺族給付が現行の犯給法で十分だとし、その給付額の引き上

げを限定的なものとしているが、家庭を支えていた夫を失った妻子が生き

ていく上で、現行の遺族給付金の金額は到底十分なものとは言えない。

座長案では遺族給付が現行の給付金でも既に諸外国中最高水準だとして

いるが、以下のように、少なくともイギリスの遺族補償額と比較すると日

本の犯給法の遺族給付金の支給額ははるかに低額である。

（例） 夫３２歳、週給２４０ポンド（１ポンド２３６円。日額８０

９１円）妻、５歳と３歳の子供を残して死亡

〈イギリス〉 他の公的な給付に加えて１２万７８４０ポン

ド、日本円で３０１７万０２４０円の給付を受

けられる（イギリスの新犯罪被害者補償制度１

９７～１９９頁 奥村正雄著 清和法学研究第

５巻第２号参照）。

〈日本の犯給法〉 １０５１万８３００円（８０９１×１３００）




